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Abstract 
In recent years, the documents regarding “Artificial Intelligence (AI) Principles” and “AI Utilization Guidelines” were actively 

elaborated by various governments, international organisations and academic societies. In these documents, the inter-relationship 
among AI, human rights and ethics were repeatedly in focus. In this article, we will see the context of using the expression of 
“human rights” in these documents issued by the Japanese government, and, consider it from the legal significance of AI Principles. 
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1. はじめに 

近年、我が国においても「人工知能（ＡＩ(１)）」という言

葉が様々な場面で登場し、その可能性や利活用について騒

がれ(２)、この言葉を度々見聞きするようになっている。例

えば、昨（2020）年 6月に藤井聡太七段（当時）が棋聖を獲
得したが、その対局において、ある局面において到達した最

善手が「ＡＩ」が 6億手を読んでようやく最善手と判断する
手を、藤井七段は 23分で指したと報道されている(３)。 
しかし、そもそも、ロボット(４)や「ＡＩ」という用語の用

いられ方は論者によって様々であり、言葉の定義自体、まだ

定まっていないと言えよう。例えば、一般社団法人人工知能

学会では、ジョン・マッカーシー教授が作成したウェブサイ

ト“What is Artificial Intelligence?” (５)を翻訳し、「ＡＩ」とは

何かという問いに答えようとしている。マッカーシー教授

は「ＡＩ」について「知的な機械、特に、知的なコンピュー

タプログラムを作る科学と技術」である旨述べているが 

(６)、何をもって「知的」であるのかについては回答していな

い。また、総務省は、『平成 28年版 情報通信白書』におい
て、日米の就労者が抱く「ＡＩ」のイメージや国内の主な研

究者による「ＡＩ」の定義について比較・まとめを行ってい

る。そして、「ＡＩ」に対するイメージが日米で必ずしも一

致するものではないことを確認している。その上で、「ＡＩ」

について特定の定義を置かず、上述の人工知能学会による

マッカーシー教授の言葉を引用した一般的な説明にとどめ

ている(７)。 

 
＊） 2020年度第 15回環境科学研究所環境研究発表会における報告当時（2021年 2月）。現在：叡啓大学ソーシャルシステム
デザイン学部ソーシャルシステムデザイン学科、福岡工業大学総合研究機構環境科学研究所 

このような状況の下、「ＡＩ」と法学のかかわりについて

も論じられることが多くなっている(８)。雑誌記事や論文も

増え、さらに国内においても、『ロボット法――ＡＩとヒト

の共生にむけて(９)』、『ＡＩがつなげる社会――ＡＩネット

ワーク時代の法・政策(10)』、『ロボットと生きる社会――法

とＡＩとどう付き合う？(11)』、『ＡＩの法律と論点(12)』、『ロ

ボット・ＡＩと法(13)』、『ＡＩと社会と法――パラダイムシ

フトは起きるか？(14)』、『ＡＩで変わる法と社会――近未来

を深く考えるために(15)』といったタイトルの本を目にする

ようになった。そこで論じられる代表的な内容として、自動

車への自動運転機能あるいは「ＡＩ」機能の搭載をめぐる法

的課題については、とりわけ、政府、自動車メーカーや保険

会社といった民間企業、法学者など、それぞれの立場から見

た当該法的課題に対する議論がある。その他にも、知的財産

権、責任、契約の効力、刑事法、個人情報・プライバシー、

競争法、労働法、倫理など様々な具体的分野と「ＡＩ」との

関わりについて検討が行われている。 
しかしながら、これらのほとんどは、まだ存在しないレベ

ルの「ＡＩ」が存在することを前提として、「ＡＩ」が出現

した際に、既存の法（学）がどのような影響を受けるか、「Ａ

Ｉ」に対しどのようにして既存の法を適用するのか、或い

は、現状では適用できないのかといった点を議論している

ように見受けられる(16)。これらの傾向に加え、最近では、

様々な国内外の政府機関、国際機関、学術団体等におけるガ

イドラインや提言の中で、「ＡＩ」の倫理や「ＡＩ」と人権

の関係について言及されるようになっている。 
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これらの議論や文書において示されている「人権」の語・

議論は、主として二つに分類することができよう。 
その一つは、「ＡＩ」に人権を始めとする様々な法的な権

利義務が与えられるか否かという議論である。この議論は、

先に言及したように、まだ存在しないレベルの「ＡＩ」が存

在することを前提として、「ＡＩ」が出現した際に、現在、

自然人及び法人格を有するものに与えられる権利義務がこ

れらの「ＡＩ」にも与えられるか否かという議論である。こ

の議論は、「ＡＩ」に対する法人格の付与の問題として、様々

な雑誌記事や論文で言及されることも多くなっている(17)。

また、この議論は、動物の権利（animal rights）や動物福祉
（animal welfare）の問題との比較や関連性の中で取り上げら
れることもある(18)。 
もう一つは、人類が「ＡＩ」を開発・利用する際に、自然

人が持っている人権に対してどのような配慮をすべきかと

いう観点からの議論である。このような観点からの議論は、

最近、殊に増加しているように見受けられる。このような現

象を指すものとして、昨（2020）年、「2020年は、『ＡＩ原則
ブーム』が到来する(19)」という指摘も行われている。 
しかし、これらの文書では、人権に配慮すべき、或いは、

人権を尊重すべきとは指摘されていても、具体的にどのよ

うな点を配慮・尊重すべきなのが明確になっていないよう

に思われる。また、そもそも、これらの文書が法的拘束力を

持つか否かという問題も存在する。 
以下では、日本政府、日本政府が関与する政府間会合、及

び、日本において設立された学術団体が発出した、代表的な

「ＡＩ原則」文書において、「ＡＩ」と人権の関係について

どのように言及されているか、又、各文書が法的拘束力を持

つものであるかについて、国際法及び国内法の観点から整

理を試みる。 

2. 日本政府文書における取扱い(20) 

日本政府による「ＡＩ原則」の検討・作成は、総務省や内

閣府において行われている(21)。 
まず、2016 年 2 月、総務省情報通信政策研究所に設置さ
れたＩＣＴインテリジェント化影響評価検討会議にて、「Ｉ

ＣＴインテリジェント化に関し、最新の動向と展望を踏ま

え、目指すべき社会像及びその基本理念を検討するととも

に、インパクトスタディ及びリスクスタディを行い、当面の

課題を整理する(22)」ことが開始された。これは、その前

（2015）年に総務省情報通信政策研究所で開催された「イン
テリジェント化が加速するＩＣＴの未来像に関する研究

会」の「報告書 2015」（2015年 6月 30日公表）において、
技術革新等を総体として「ＩＣＴインテリジェント化」とし

て捉え、ＩＣＴインテリジェント化が社会・経済にもたらす

影響及びリスクの評価（インパクトスタディ及びリスクス

タディ）をするよう提言されたことに基づくものであった
(23)。 
同会議は、その第 1回会議にて会議体名称を「ＡＩネット

ワーク化検討会議」と改称した(24)。同（2016）年 6月 20日、

同会議は「ＡＩネットワーク化の影響とリスク－智連社会

（ＷＩＮＳ（ウインズ））の実現に向けた課題－」と題する

『報告書 2016』を公表した(25)。同報告書では、今後の課題

として、開発原則そのものの策定に向けた取組と並行して、

その説明（開発原則の内容を敷衍し、又は具体化するもの）

の作成に向けた取組も進めていくことが求められることが

指摘された(26)。又、今後、開発原則を策定する際に盛り込む

べき事項として、プライバシー保護の原則(27)や倫理の原則
(28)が挙げられた。 
その後、同（2016）年 10月、総務省情報通信政策研究所

に設置されたＡＩネットワーク社会推進会議にて、ＡＩ開

発原則及び開発原則にその内容の説明を加えた指針の策定

に向けた検討が開始された(29)。翌（2017）年 7月 28日、同
会議は『報告書 2017－ＡＩネットワーク化に関する国際的
な議論の推進に向けて－』を公表した(30)。同報告書では、国

際的な議論のためのＡＩ開発ガイドライン案を作成したこ

とが明示されるとともに、その内容も公表された(31)。とり

わけ、人権や倫理との関連では、前年の報告書で指摘されて

いた事項が盛り込まれた。即ち、主にリスクの抑制に関する

原則の一つとして、「開発者は、ＡＩシステムにより利用者

及び第三者のプライバシーが侵害されないよう配慮する」

とするプライバシーの原則や、「開発者は、ＡＩシステムの

開発において、人間の尊厳と個人の自律を尊重する」とする

倫理の原則が明記されている(32)。そして、既存の法との関

連について、倫理の原則についての解説において、「開発者

は、国際人権法や国際人道法を踏まえ、ＡＩシステムが人間

性の価値を不当に毀損することがないよう留意することが

望ましい（下線は著者による）」ということが指摘されてい

る(33)。これは、「ＡＩ」の開発及び利活用に関する日本政府

文書において初めて国際法との関連が指摘されたものと見

ることができよう。なお、同ガイドライン案は、2018 年 9
月、経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）にて紹介されている。 
更に、同会議は、「ＡＩ」の利用者が留意することが期待

される事項たる「ＡＩ利活用原則」及びその解説から構成さ

れる「ＡＩ利活用ガイドライン」の策定に向けて検討を重ね

た。検討の結果、2019年 8月 9日、同会議は、『報告書 2019』
を公表した(34)。同報告書では、「ＡＩ」の利活用や社会実装

を促進することを目的とし、ＡＩネットワーク化による国

境を越えた便益及びリスクの波及などを踏まえ、「ＡＩ」に

対する信頼を醸成するために留意することが期待される事

項を整理したＡＩ利活用ガイドラインが作成された(35)。と

りわけ、人権や倫理との関連では、2017 年に作成されたＡ
Ｉ開発ガイドライン案を一部踏襲し、「利用者及びデータ提

供者は、ＡＩシステム又はＡＩサービスの利活用において、

他者又は自己のプライバシーが侵害されないよう配慮す

る」とするプライバシーの原則及び「利用者は、ＡＩシステ

ム又はＡＩサービスの利活用において、人間の尊厳と個人

の自律を尊重する」とする倫理の原則が盛り込まれた(36)。

しかし、法的な観点との結びつきはＡＩ開発ガイドライン

案から後退したと言わざるを得ない。前述の通り、2017 年

長岡　さくら
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のガイドライン案では、倫理の原則と国際法との関連性が

明記されていたにもかかわらず、ＡＩ利活用ガイドライン

及びＡＩ利活用原則の各論点に対する詳説では、国際法と

の関連性を示すような言葉は一切出てこないのである。 
なお、同会議は、その後、「安心・安全で信頼性のあるＡ

Ｉの社会実装」に向けた取組を進め(37)、現在に至る。 
日本政府の取組は、総務省を主体とする取組だけに留ま

らない。例えば、内閣府に設置されている総合科学技術・イ

ノベーション会議においても「ＡＩ原則」に関連する取組が

行われている。 
同会議は、2001 年の中央省庁再編に伴い、重要政策に関

する会議の一つとして内閣府に設置された総合科学技術会

議に端を発する。総合科学技術会議は、内閣総理大臣のリー

ダーシップの下、科学技術・イノベーション政策の推進のた

めの司令塔として、我が国全体の科学技術を俯瞰し、総合的

かつ基本的な政策の企画立案及び総合調整を行うものであ

る。なお、現在の会議名称は、内閣府設置法の一部を改正す

る法律の施行に伴う改称である(38)。 
さて、同会議は、2016 年 5 月から翌（2017）年 1月にか
けて、「第５期科学技術基本計画で掲げた Society 5.0の実現
の鍵である人工知能の研究開発及び利活用を健全に進展さ

せるべく、人工知能と人間社会の関わりについて検討を行

う」ため、「人工知能と人間社会に関する懇談会」を計６回

開催した(39)。その成果は、2017年 3月 24日、報告書として
取り纏められ、公表された(40)。同報告書では、ＡＩ技術と人

間社会について検討すべき論点の一つとして、法的論点が

明記された。ここでは、より具体的な論点として、①ＡＩ技

術による事故等の責任分配の明確化と保険の整備、ＡＩ技

術を使うリスク、使わないリスクの考慮、②個人情報とプラ

イバシーの保護も含めたビッグデータ利活用、③ＡＩ技術

を活用した創作物等の権利の検討、及び、④法解釈、法改正、

法に関連する基本的概念の再検討の可能性、が挙げられて

いる(41)。しかし、同報告書においては、国際人権法や国際人

道法の語は出てこない。 
又、同じく、総合科学技術・イノベーション会議に設置さ

れた人間中心のＡＩ社会原則検討会議では、ＡＩ技術並び

に「ＡＩ」の中長期的な研究開発及び利活用等に当たって考

慮すべき倫理等に関する基本原則について、産学民官のマ

ルチステークホルダーによる幅広い視野からの調査・検討

を行い、「ＡＩ」をより良い形で社会実装し共有するための

基本原則となる人間中心のＡＩ社会原則（Principles of 
Human-centric AI society）を策定し、同原則をＧ７及びＯＥ
ＣＤ等の国際的な議論に供することとした(42)。 
同会議は、2018年 5月から 12月にかけて計８回の会議を

開催し、その成果として、同年 12月 27日、「人間中心のＡ
Ｉ社会原則（案）」を公表した(43)。 
この原則案の公表を受け、内閣に設置された統合イノベ

ーション戦略推進会議(44)は、翌（2019）年 2月 28日、第１
回人間中心のＡＩ社会原則会議を開催し(45)、その後、翌（3）
月 29日、統合イノベーション戦略推進会議にて「人間中心

のＡＩ社会原則」を決定した(46)。同原則では、「『AI-Readyな
社会』を実現し、ＡＩの適切で積極的な社会実装を推進する

ためには、各ステークホルダーが留意すべき基本原則を定

めることが重要である(47)」旨指摘されている。そして、「Ａ

Ｉが社会に受け入れられ適正に利用されるため、社会（特

に、国などの立法・行政機関）が留意すべき『ＡＩ社会原則』

と、ＡＩの研究開発と社会実装に従事する開発・事業者側が

留意すべき『ＡＩ開発利用原則』に体系化する(48)」とされ

る。この内、「AI-Readyな社会」において国や自治体を始め
とする我が国社会全体や多国間枠組で実現されるべき社会

的枠組に関する原則と定義される「ＡＩ社会原則」の中に位

置づけられる「人間中心の原則」にて、「ＡＩの利用は、憲

法及び国際的な規範の保障する基本的人権を侵すものであ

ってはならない（下線は著者による）」旨明記されている(49)。

しかしながら、ここで指摘されている国際法上及び憲法上

の基本的人権が何を指しているのかについては、何ら具体

的には示されていないことに注意を要する。 

3. 日本政府が関与する政府間会合文書における取

扱い(50) 

2019 年 3 月に統合イノベーション戦略推進会議にて「人
間中心のＡＩ社会原則」が決定された約２ヶ月後の 6月 8日
から 9日にかけて、茨城県つくば市にてＧ２０（金融・世界
経済に関する首脳会合）貿易・デジタル経済大臣会合が開催

された。この内、6月 8日に開催されたデジタル経済セッシ
ョンでは、「人間中心のＡＩ」といった今日のデジタル経済

をめぐる諸課題について議論が行われた(51)。 
そして、会合最終日である 6 月 9 日には、会合の成果と

して閣僚声明が採択された。「人間中心のＡＩ」に関連して

は、同閣僚声明にて言及されただけでなく(52)、同閣僚声明

附属書「Ｇ２０ ＡＩ原則（G20 AI Principles）」にて国際法
及び国内法との関連性が指摘された。とりわけ、人間中心の

価値観及び公平性という観点から、「ＡＩのアクターは、Ａ

Ｉシステムのライフサイクルを通じ、法の支配、人権及び民

主主義的な価値観を尊重すべきである。これらには、自由や

尊厳、自主自律、プライバシーとデータの保護、無差別と平

等、多様性、公平性、社会正義、国際的に認知された労働権

が含まれる。（下線は著者による）」とされた(53)。 

4. 学術団体文書における取扱い 

「ＡＩ」を開発・利活用する際に人権や倫理に対してどの

ような配慮をすべきかを検討しているのは、各国政府や政

府間会合、国際機関だけではない。例えば、ＡＩ研究やＡＩ

技術と深い関わりのある各種学術団体においても、検討が

行われている。 
この点、我が国においても、一般社団法人人工知能学会(54)

倫理委員会にて倫理指針が作成・承認されている。同指針に

おける法との関連性を示す事項は、以下の二点である。即

ち、法規制の遵守について規定する第２項「人工知能学会会

員は専門家として、研究開発に関わる法規制、知的財産、他
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者との契約や合意を尊重しなければならない。人工知能学

会会員は他者の情報や財産の侵害や損失といった危害を加

えてはならず、直接的のみならず間接的にも他者に危害を

加えるような意図をもって人工知能を利用しない。（下線は

著者による）」及び他者のプライバシー尊重について規定す

る第３項「人工知能学会会員は、人工知能の利用および開発

において、他者のプライバシーを尊重し、関連する法規に則

って個人情報の適正な取扱いを行う義務を負う。（下線は著

者による）」である(55)。 
なお、指針作成時点においては、学会として直ぐに何らか

の実効性を持つことを意図しているわけではなく、倫理指

針を出すことで大枠での合意を作り、社会や学会員同士が

対話しながら倫理指針やＡＩ技術についてより深い議論を

進めるためのきっかけとしたいとしていることが明示され

ている(56)。 

5. おわりに 

本稿では、我が国に関連する「ＡＩ」の開発・利活用につ

いての「ＡＩ原則」において、人権や倫理との関わり、とり

わけ、法との関連性についての現状を中心に整理を行なっ

た。 
その結果、近年、日本政府、日本政府が関与する政府間会

合、及び、日本において設立された学術団体が発出した「Ａ

Ｉ原則」文書では、何らかの形で国際法又は国内法上の人権

について言及されていることが多いが、必ずしも、人権の具

体的な内容についてまで言及されているわけではないこと

が判明した。 
又、ＡＩネットワーク社会推進会議における 2017年のＡ

Ｉ開発ガイドライン案では国際人権法や国際人道法に配慮

すべきことが明示されていたが、最終的に 2019年に作成さ
れたＡＩ利活用ガイドラインではこれに関連する語が見当

たらないなど、法的には一歩後退したと見受けられる現象

も起きているように考えられる。更には、日本政府内におい

ても統一した見解が発出されているわけではなく、総務省

傘下の会議及び内閣傘下の会議の双方で「ＡＩ原則」文書が

発出される等、行政府の縦割り影響も表れている。 
なお、本稿で確認した日本政府の文書は法や政令ではな

いため、そもそも法的拘束力を持たない。同様に、Ｇ２０の

ような政府間会合で発出された閣僚声明も国際法上の法的

拘束力を持つ条約ではない。従って、これらの「ＡＩ原則」

文書で明記された項目に法的実効性を持たせるためには、

今後の課題の一つとして、「ＡＩ原則」文書を作成するだけ

でなく、同文書が国際法上及び国内法上の法的拘束力を持

つようにする必要があるだろう(57)。 
又、本稿では、我が国と関連の深い文書に限定して検討・

整理を行なったため、各国際機関が作成した文書や我が国

以外の各国政府が作成した文書等については検討を行なっ

ていない。これら国外の動向についても検討・整理を行う必

要があることを付言する。 
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